
日常生活圏域ニーズ調査の実施及び
第６期介護保険事業（支援）計画の

策定準備について
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１ 介護保険制度の現状と今後
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（介護保険事業状況報告 他）

要介護度別の認定者数の推移
要介護（要支援）の認定者数は、平成２４年４月現在５３３万人で、この１２年間で約２．４４倍に。
このうち軽度の認定者数の増が大きい。また、近年、増加のペースが再び拡大。

（単位：万人）
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（注１）（注２）

注１）H23.4は、陸前高田市、大槌町、女川町、桑折町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町が含まれていない。
注２）H24.4は、楢葉町、富岡町、大熊町が含まれていない。 3

通所介護の費用は急増している。
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（単位：億円）
サービス種類別介護費用額（抜粋）

（注）

・特定入所者介護サー
ビス費及び予防給付を
含む。

・平成２３年度において
1000億円以上を表示
・介護老人福祉施設に
地域密着型介護老人
福祉施設は含まれてい
ない。
・平成23年４月審査分
においては、東日本大
震災の影響により、介
護給付費明細書等を
各都道府県国民健康
保険団体連合会に提
出できない介護サービ
ス事業所等や介護給
付費明細書によらない
概算請求・支払いが
あったものと考えられ
る。

（資料）介護保険給付
費実態報告年報（平成
12年度年報はないた
め、表示していない。）
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2,911円
（全国平均）

3,293円
（全国平均）

4,090円
（全国平均）

事業運営期間 給付（総費用額）事業計画 保険料

3.6兆円

4.6兆円

5.2兆円

○ 市町村は３年を１期（２００５年度までは５年を１期）とする介護保険事業計画を策定し、３年ごと
に見直しを行う。

○ 保険料は、３年ごとに、事業計画に定めるサービス費用見込額等に基き、３年間を通じて財政の均衡
を保つよう設定される。（３年度を通じた同一の保険料）
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（全国平均）

第
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期
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8.9兆円
9.4兆円 4,972円

（全国平均）

第

一
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第
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※201１年度までは実績であり、201２～201３年は当初予算である。
※2025年度は社会保障に係る費用の将来推計について（平成24年３月）

・
・
・

２０２５年度 21兆円程度（改革シナリオ） 8,200円
程度

介護報酬
の改定率

H15年度改定
▲2.3％

H17年度改定
▲1.9％

H18年度改定
▲0.5％

H21年度改定
＋3.0％

H24年度改定
＋1.2％

※2012年度の賃金水準に換算した値

介護給付と保険料の推移
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① 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎える予測（3,878万人）。
また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2055年には、25％を超える見込み。

2012年８月 2015年 2025年 2055年

65歳以上高齢者人口（割合） 3,058万人（24.0%） 3,395万人（26.8%） 3,657万人（30.3%） 3,626万人（39.4%）

75歳以上高齢者人口（割合） 1,511万人（11.8%） 1,646万人（13.0%） 2,179万人（18.1%） 2,401万人（26.1%）

② 65歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者の日常生活自
立度」Ⅱ以上の高齢者が増加していく。

④ 75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況
は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。

（万人）

（1,000世帯）

「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢
者数の推計（括弧内は65歳以上人口対比）

世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計

今後の介護保険をとりまく状況

280万人
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埼玉県 千葉県 神奈川県 大阪府 愛知県 東京都 ～ 鹿児島県 島根県 山形県 全国

2010年
＜＞は割合

58.9万人
＜8.2%＞

56.3万人
＜9.1%＞

79.4万人
＜8.8%＞

84.3万人
＜9.5%＞

66.0万人
＜8.9%＞

123.4万人
＜9.4%＞

25.4万人
＜14.9%＞

11.9万人
＜16.6%＞

18.1万人
＜15.5％＞

1419.4万人
＜11.1%＞

2025年
＜＞は割合
（ ）は倍率

117.7万人
＜16.8％＞
（2.00倍）

108.2万人
＜18.1%＞
（1.92倍）

148.5万人
＜16.5%＞
（1.87倍）

152.8万人
＜18.2%＞
（1.81倍）

116.6万人
＜15.9%＞
（1.77倍）

197.7万人
＜15.0%＞
（1.60倍）

29.5万人
＜19.4%＞
（1.16倍）

13.7万人
＜22.1%＞
（1.15倍）

20.7万人
＜20.6%＞
（1.15倍）

2178.6万人
＜18.1%＞
（1.53倍）

（％）
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世帯主が65歳以上の夫婦のみの世帯数

世帯主が65歳以上の単独世帯数

世帯主が65歳以上の単独世帯と夫婦のみ世帯の世帯数全体に占める割合

③世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく。
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⑤要介護率が高くなる75歳以上の人口の推移 ⑥介護保険料を負担する40歳以上人口の推移

○75歳以上人口は、介護保険創設の2000年以降、急速に増
加してきたが、2025年までの10年間も、急速に増加。

〇2030年頃から75歳以上人口は急速には伸びなくなるが、
一方、85歳以上人口はその後の10年程度は増加が続く。

○保険料負担者である40歳以上人口は、介護保険創設の
2000年以降、増加してきたが、2025年以降は減少する。

75～84歳

85歳～

40～64歳

65～74歳

75～84歳

85歳～

（資料）将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成24年1月推計）出生中位（死亡中位）推計
実績は、総務省統計局「国勢調査」（国籍・年齢不詳人口を按分補正した人口） 7

（万人） （万人）
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出典：社会保障人口問題研究所将来人口推計及び介護給付費実態調査（平成24年11月審査分）

年齢階層別の要介護（要支援）認定率



いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

２０２５年の地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医
・地域の連携病院

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院 通所・入所
・急性期病院
・亜急性期・回復期
リハビリ病院

病気になったら･･･

医 療
介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムについて
○ 住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの実現により、

重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることがで
きるようになります。

○ 認知症は、超高齢社会の大きな不安要因。今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、
認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要です。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口
は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差を生じています。
地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や、都道府県が、地域の自主性や主体性に基づ

き、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要です。

9

認知症の人

現在約9兆円の費用が2025年には約20兆円に

2011年 2025年
（現状投影シナリオ）

2025年
（改革シナリオ）

※医療の費用は40兆円（2012年）から61～62兆円程度（2025年）になる。

8.3兆円

21兆円
18兆円

（資料）社会保障に係る費用の将来推計の改定について（平成24年３月）をもとに作成

介護費用の見通し

10

2012年

8.9兆円



社会保障各制度の保険料水準の見通し《改定後（平成24年3月）》（改革後）
※ 社会保障に係る費用の将来推計について（平成24年３月）より抜粋
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２ 介護保険事業計画の概要
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○都道府県知事は、介
護保険施設等につい
て、必要定員総数を
超える場合に、指定
等をしないことがで
きる。

○ 区域（老人福祉圏域）の設定

○ 市町村の計画を踏まえて、介護サービス量の見込み（区域毎）

○ 各年度における必要定員総数（区域毎）
※介護保険施設、介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設

入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
※混合型特定施設に係る必要定員総数を設定することもできる（任意）

○ その他の事項

○保険料の設定

○市町村長は、地域
密着型の施設等に
ついて、必要定員
総数を超える場合
に、指定をしない
ことができる。

○ 区域（日常生活圏域）の設定

○ 各年度における種類ごとの介護サービス量の見込み（区域毎）

○ 各年度における必要定員総数（区域毎）
※認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

○ 各年度における地域支援事業の量の見込み

○ その他の事項

○ 介護保険法第１１６条第１項に基づき、国が介護保険事業に係る保険給付の
円滑な実施を確保するための基本指針を定める

※市町村等が介護サービス量を見込むに当たり参酌する標準を示す

国の基本指針(法第116条、18.3.31告示314）

基盤整備

市町村介護保険事業計画(法第117条) 

都道府県介護保険事業支援計画(法第118条)

保険給付の円滑な実施のため、３年間を１期とする介護保険事業（支援）計画を策定している。

保険料の設定等

介護保険事業(支援)計画について
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● 各年度（平成24～26年度）の介護給付等対象サービスの
種類ごとの見込量

（市町村介護保険事業計画におけるサービス見込量を積上げる）

● 日常生活圏域の設定

○ 都道府県介護保険事業支援計画の基本的理念等○ 市町村介護保険事業計画の基本的理念等

○ 介護給付等対象サービスの現状等

介護保険事業支援計画（都道府県）介護保険事業計画（市町村）

● 各年度（平成24～26年度）の介護給付等対象サービスの
種類ごとの見込量

○ 介護給付等に要する費用の適正化に関する事項

○ 計画の達成状況の点検・評価

● 各年度の老人福祉圏域ごとの必要入所（利用）定員総数の設定

・介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護専

用型特定施設、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設

（介護専用型以外の特定施設（混合型特定施設）についても、必要利

用定員総数の設定は可）

● 老人福祉圏域の設定

○ 施設の生活環境の改善に関する事項

● 各年度の地域支援事業に要する見込量

● 各年度の日常生活圏域ごとの必要利用定員総数の設定

・認知症グループホーム、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設

○ 介護給付等対象サービスの現状等

○ 介護給付等に要する費用の適正化に関する事項

※ ●は必須記載事項（基本的記載事項）である。 ※アンダーラインは、平成２４年度法律改正で追加
※ 保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定める計画（医療計画、地域福祉計画、高齢者居住安定確保計画等）との調和規定がある。

○【参酌標準】平成２６年度目標値の設定（任意記載事項）
・入所施設利用者全体に対する要介護４、５の割合は、７０％以上

○【参酌標準】平成２６年度目標値の設定（任意記載事項）
・３施設の個室・ユニット化割合 ５０％以上
・特養の個室・ユニット化割合 ７０％以上

第５期介護保険事業(支援)計画の主な内容

○ 各年度の地域支援事業に要する費用の額

○ 認知症被保険者の地域における自立した日常生活の支援に

関する事項

○ 医療との連携に関する事項

○ 高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項

○ 計画の達成状況の点検・評価

○ 被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要

な事項
○ 介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の
確保又は資質の向上に関する事項

14



日常生活圏域ニーズ調査及び重点記載事項の根拠条文

介護保険法（抄）
（平成9年12月17日法律第123号）

（市町村介護保険事業計画）
第１１７条 市町村は、基本指針に即して、３年を１期とする当該市町村が行う介護保険

事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」と
いう。）を定めるものとする。

２ （略）
３ 市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項

について定めるよう努めるものとする。
一～四 （略）
五 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、医療

との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被
保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項

４ （略）
５ 市町村は、第２項第１号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者

の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの
事情を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。

15

介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（抄）
（平成18年3月31日 厚生労働省告示第314号）

第二 介護保険事業計画の作成に関する事項
一 介護保険事業計画の作成に関する基本的事項
１～３ （略）
４ 要介護者等の実態の把握

市町村は、要介護者等の実態を踏まえ、介護給付等対象サービス及び地域支援事業の需要を
的確に把握した上で、市町村介護保険事業計画を作成する。この場合、市町村は必要に応じ
て、当該市町村が定める区域ごとに被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事
情等、要介護者等の実態に関する調査(以下「日常生活圏域ニーズ調査等」という。)を行うこ
ととする。都道府県は、療養病床に入院している高齢者の実態及び療養病床を有する医療機関
の介護保険施設などへの転換の予定等に関する調査を行い、その調査の結果を市町村に提供す
るとともに、市町村が日常生活圏域ニーズ調査等や病院、診療所、介護老人保健施設等の利用
者に関する調査(病院及び診療所における長期入院患者の実態の把握を含む。)を行う場合にお
いては、その調査の実施が円滑に行われるよう、関係者相互間の連絡調整を含め、積極的に協
力すること。なお、介護給付等対象サービスの供給についても、市町村は、都道府県と連携し
て、これを把握すること。

（中略）
二の二 市町村介護保険事業計画の作成に関する任意記載事項
１～７ （略）
８ 介護保険事業計画に位置付けて重点的に取り組むことが望ましい事項

地域包括ケアシステムの実現のため、今後重点的に取り組むことが必要な、①認知症である
被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、②医療との連携に関する事
項、③高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項、④その他の被保険者の地域における自
立した日常生活の支援のために必要な事項を、地域の実情に応じて各市町村が判断のうえ各市
町村が重点的に取り組む事項として選択して計画に位置付け、その事業内容等について定める
ことが望ましい。 16



第5期介護保険事業計画におけるサービス量の見込み

17

第３期計画 第４期計画
2006-2008 2009-2011 第5期計画

2012-2014

第３期で策定した2014年度までの
中長期目標

第５期計画は、第３期、第４期計画の延長線上に位置づけられ、

第３期計画策定時に定めた平成26年度(2014年度）までの目標を達成する仕上げの計画

高齢化が一段と進む平成37（2025）年に向けて
地域包括ケアの構築を見据えた新たな視点での取組

一方で、第５期計画は、各自治体の高齢化のピークを迎える時期までに、高齢者が地域で安心して暮らせる

地域包括ケアシステムを構築するために必要となる、①認知症支援策の充実、②医療との連携、③高齢者の居住

に係る施策との連携、④生活支援サービスの充実といった重点的に取り組むべき事項を、実情に応じて選択して

第５期計画に位置づける等、段階的に計画の記載内容を充実強化させていく取組をスタートする時点となる。

第５期介護保険事業計画の位置づけ

2025

第９期計画

2024
～2026

第８期計画

2021
～2023

2015

第７期計画

2018
～2020

第６期計画

2015
～2017

18



標準的な介護保険事業（支援）計画の策定のスケジュール
（注）第5期の標準的な流れを踏まえた現時点のイメージであり、今後の制度改正等の状況により変わるものである。

19

介護保険事業（支援）計画と保険者機能

保険者機能の発揮
（市町村）

介護保険以外の
施策との連動

介護保険事業計画の
策定・実施・評価

・給付分析（全国、県内との比較）、
日常生活圏域ニーズ調査等によ
る課題の把握

・サービス量と費用の将来推計、
保険給付や事業の方針策定、
３年間の保険料水準の設定

・計画策定委員会等による議論
住民、議会への説明

被保険者の尊厳と自立
を支援する保険給付と
地域支援事業の実施

保険料の徴収、
保険財政の運営

○介護保険は、各保険者の給付する介護サービスの量や種類等が、それぞれの保険者の保険料水準に反映される制度。

○保険者の役割は、介護保険法の目的に沿って、共同連帯の仕組みである介護保険を運営すること。
どのような保険料水準でどのようなサービス水準を目指していくのか、保険者機能の発揮が求められている。

○このため、保険者は、給付分析やニーズ調査などにより課題を把握し、住民や関係者の意見を踏まえて、３年ごと
の「介護保険事業計画」を策定・実施する。

○地域包括ケアシステムの構築に向け、平成２４年度からの第５期計画の着実な推進と、平成２７年度からの第６期
計画の策定に向けた準備に取り組む。都道府県においては、保険者支援等を推進。

・介護給付適正化事業
（認定調査点検、ケアプラン点
検、縦覧点検等の主要５事業）

どのような保険料水準で
どのようなサービス水準を
目指していくのか

・医療、住宅施策、
各種の地域施策
まちづくり

都道府県による保険者支援・事業指導
（介護保険事業支援計画）

・地域ケア会議

・地域包括支援センター

第５期計画（平成２４～２６年度）
地域包括ケアシステムの構築に向けて、
①認知症支援策の充実
②医療との連携
③高齢者の居住に係る施策との連携
④生活支援サービスの充実

といった重点的に取り組むべき事項を位置づける等

20



保険料水準と一人当たり給付費の分布

（１） 第５期保険料基準額の分布（保険者数）

（２）１号被保険者一人当たり給付費（年額）の分布（保険者数）

10 

28 

142 

348 

532 

333 

155 

15 

3 

0 100 200 300 400 500 600

2,501円以上

3,001円以上

3,501円以上

4,001円以上

4,501円以上

5,001円以上

5,501円以上

6,001円以上

6,501円以上

全国保険者平均
４，９７２円

最低額 ２，８００円

最高額 ６，６８０円

※ 東日本大震災の影響により、暫定的に第４期と同額の保険料基準額に据え置いた保険者等（14保険者）を除く。
保険者数

※第１号被保険者１人あたり給付費（年額）＝保険給付費（平成２３年度累計）／第１号被保険者数（平成２３年度末現在）
※出典：「平成２３年度 介護保険事業状況報告年報」 21
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420,000～
400,000～
380,000～
360,000～
340,000～
320,000～
300,000～
280,000～
260,000～
240,000～
220,000～
200,000～
180,000～
160,000～
140,000～
0～140,000

保 険 者 数

（単位：円）

全国計の１人あたり額
256,212円

最低：106,745円

最高：593,216円

○75歳以上人口は、多くの都道府県で2025 年頃までは急速に上昇するが、その後の上昇は緩やかで、
2030 年頃をピークに減少する。

※2030年、2035年、2040年でみた場合、2030年が一番高いのが34道府県、2035年が一番高いのが9県
※沖縄県、東京都、神奈川県、滋賀県では、2040年に向けてさらに上昇

○2015年から10年間の伸びの全国計は、1.32倍であるが、埼玉県、千葉県では、1.5倍を超える一方、
山形県、秋田県では、1.1倍を下回るなど、地域間で大きな差がある。

７５歳以上人口の将来推計（平成２７年の人口を１００としたときの指数）

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25(2013)年3月推計)」より作成

全国

沖縄県（2040年に向けて上昇）

埼玉県（2025年の指数が
全国で最も高い）

東京都（2040年に向けて上昇）

山形県（2025年の指数が
全国で最も低い）

島根県（2030年以降の指数
が全国で最も低い）

2025年までの各地域の高齢化の状況

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

160.0

170.0

平成27年
（2015）

平成32年
（2020）

平成37年
（2025）

平成42年
（2030）

平成47年
（2035）

平成52年
（2040）

22



75歳以上人口の2015年から2025年までの伸びでは、全国計で1.32倍であるが、市町村間の差は
大きく、1.5倍を超える市町村が11.3％ある一方、減少する市町村が16.9％ある。

75歳以上人口について、平成27（2015）年を100としたときの平成37（2025）年の指数

70以上～100未満
280

（16.9%）

100以上～110未満
311

（18.7%）

110以上～120未満
300

（18.1%）

120以上～130未満
266

（16.0%）
138

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

指数

市町村数

（割合）

150以上～160未満
102
（6.1%）

170以上～
22
（1.3%）

160以上～170未満
63

（3.8%）

130以上～
140未満

178
(10.7%)

140以上
～
150未満

138
(8.3%)

◆全国計（132.4）

注）市町村数には福島県内の市町村は含まれていない。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25(2013)年3月推計)」より作成
23

３ 給付の現状分析
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○要介護度別にみた受給者数の割合及び費用額について
【全国平均】

25

【全国平均に近い保険者】

26



【７５歳以上高齢者の認定率が３５％前後（全国平均より５ポイント高い）の保険者】
・ 認定率が高い保険者で、軽度者の居宅サービス利用が大きく保険料水準が高い例

27

・ 認定率が高い保険者で、重度者の居宅サービス利用が大きく保険料水準が高い例

28



【７５歳以上高齢者の認定率が３０％前後（全国平均並）の保険者】
・ 認定率が全国平均に近い保険者で、重度者の施設利用が大きく保険料水準が高い例

29

・ 認定率が全国平均に近い保険者で、重度者の居宅・施設利用が小さく保険料水準が低い例

30



【７５歳以上高齢者の認定率が２０％前後（全国平均より１０ポイント低い）の保険者】
・ 認定率が低い保険者で、重度者の施設利用が大きく保険料水準が全国平均値に近い例

31

・ 認定率が低い保険者で、居宅サービスの利用が小さく保険料水準が低い例

32



４ 日常生活圏域ニーズ調査

33

日常生活圏域ニーズ調査
（郵送＋未回収者への訪問による調査）

介護保険事業（支援）計画

これまでの主な記載事項
○ 圏域の設定

○ 介護サービスの種類ごとの見込み

○ 施設の必要利用定員

○ 地域支援事業（市町村）

○ 介護人材の確保策（都道府県）など

地域の実情を踏まえて記載する新たな内容（第５期より）

○ 認知症支援策の充実

○ 医療との連携

○ 高齢者の居住に係る施策との連携

○ 見守りや配食などの多様な生活支援サービス

調査項目（例）

○身体機能・日常生活機能

（ADL・IADL）

○住まいの状況

○認知症状

○疾病状況

日常生活圏域ニーズ調査について

○ 第５期計画より、市町村において日常生活圏域ニーズ調査を実施し、不足している施策やサービス等を

分析して計画策定に活用している。

・ どの圏域に

・ どのようなニーズをもった高齢者が

・ どの程度生活しているのか
地域の課題や

必要となるサービス

を把握・分析

34



日常生活圏域ニーズ調査の目的

日常生活圏域ニー
ズ調査による高齢
者の状況の把握

・ ADL、IADLの状況
・ 孤立、転倒、認知症等の
リスク要因

・ 世帯状況、経済状況など

日常生活圏域ごとの
地域診断

日常生活圏域ごとの
サービス目標設定
事業目標設定

生活支
援ソフト

日常生活圏域ニーズ
調査の調査票ひな型

・ 地域の抱える課題、リスク
の抽出

調査対象高齢者
個人の生活上の課題、

リスクの把握

個人結果
アドバイス
票ひな型

個々の高齢者への
アドバイス

各種活動による
高齢者のフォロー

・ 個人結果のフィードバック

と生活上の留意点などの
アドバイス・ 要介護リスクや生活支援

ニーズを有する高齢者の
台帳の作成

・ 介護予防事業、地域支援
事業への誘導

・ 見守り・訪問などの実施

・ 認知症など顕在化してい

なかったニーズも含めた介
護サービスの目標設定

・ 地域の抱える課題に対応

した効果的な介護予防事
業、地域支援事業、イン
フォーマルな支援の立案地域の

実践力
地域包括支援

センターや
地域ケア会議

【支援ツール】

【支援ツール】

【支援ツール】

35

家族や生活状況について (13問)問１

運動・閉じこもりについて(10問)問２

転倒について (5問)問３

口腔・栄養について (14問)問４

物忘れについて (6問)問５

日常生活について (19問)問６

社会参加について (15問)問７

健康について (14問)問８

日常生活圏域ニーズ調査
（９６問） 生活機能判定の要素

①基本チェックリスト（２５問）

②ＡＤＬ （１１問）[ﾊﾞｰｾﾙｲﾝﾃﾞｯｸｽの評価方法]

③ＩＡＤＬ （５問）[老研式活動能力指標]

④知的能動性（４問）[老研式活動能力指標]

⑥認知機能 （４問）[ＣＰＳに準じた設問]

⑦転倒リスク（５問）[簡易式転倒チェックシート]

○ 虚弱 ○ 運動器の機能向上

○ 栄養改善 ○ 口腔機能の向上

○ 閉じこもり予防・支援

○ 認知症予防・支援 ○ うつ予防・支援

⑤社会的役割（４問）[老研式活動能力指標]

[ ]はベースとなった指標。
上記の他は、家族や生活、健康等に関する設問。

郵送＋未回収者への訪問による調査

第６期の日常生活圏域ニーズ調査の構成

36



• 修正・追加項目のように、地域組織との係わりや助け合い（心配事など情緒的サポート、
看病など手段的サポート）を細かく聞くと、要介護認定率との相関が見られました。

• まちづくりによる介護予防の参考になります。

より細かく聞くと、要介護認定率との相関が認められた
（厚生労働科学研究費補助金「介護保険の総合的政策評価ベンチマーク・システムの開発」研究成果より）

第６期ニーズ調査追加項目と要介護認定率

第６期ニーズ調査追加項目のポイント① ～社会参加～
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第６期ニーズ調査追加項目のポイント② ～日常生活支援～

問４ 口腔・栄養について

Ｑ９ 1日の食事の回数は何回で
すか

１．朝昼晩の３食 ２．朝晩の２食 ３．朝昼の２食
４．昼晩の２食 ５．１食 ６．その他

Ｑ１０ 食事を抜くことがあります
か

１．毎日ある ２．週に何度かある ３．月に何度かある
４．ほとんどない

Ｑ１１ 自分一人でなく、どなたか
と食事をともにする機会は
ありますか

１．毎日ある ２．週に何度かある ３．月に何度かある
４．年に何度かある ５．ほとんどない

Ｑ１１－１ 食事をともにする人はどな
たですか

１．家族 ２．近所の人や友人
３．デイサービスの仲間 ４．その他

問６ 日常生活について

Ｑ２－１ 日用品の買物をする人は
主にどなたですか

１．同居の家族 ２．別居の家族 ３．ヘルパー
４．配達を依頼 ５．その他

Ｑ３－１ 食事の用意をする人は主
にどなたですか

１．同居の家族 ２．別居の家族 ３．ヘルパー
４．配食サービス利用 ５．その他

栄養改善を目的とした配食、買い物支援といった日常生活支援に係る調査項目の追加
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介護保険事業計画の策定プロセスと支援ツール

介護サービスの給付状況の分
析（全国や他自治体との比較
等）

事業者参入意向調査

要介護者数

要介護度別のサービス状況

将来推計（素案）

市町村
計画策定委員会

利用率

介護サービス提供能力調査

介護サービス利用意向調査

介護政策
評価支援
システム

給付実績の
把握・分析

第４期までの計画策定の
ための調査手法

第５期に新たに導入した
調査手法

日常生活圏域
ニーズ調査

その地域に住む高齢者の状態像を
基礎に、地域の課題・ニーズや必
要となるサービス等を把握・分析

反映
生活支援
ソフト

サービス
見込み量
ワーク
シート

《支援ツール》

計画策定の
ための
基礎調査

サービス見
込み量の算
出と関係者
への説明

調査票（ひ
な型）

どのような保険料水
準でどのようなサー
ビス水準を目指すの
かの判断と合意形
成、認識の共有
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「地域包括ケア」を実現できる介護保険事業計画のあり方

マクロ
計画 サービス目標 基盤整備

ミクロ
個々のケアマネジメント 重度化防止 予防

地域ケア会議

サービス

事業者との
情報共有

地域診断を通じた地域の課題の把握

ケースカンファレンス、スーパーバイズ

ニーズと現存サービスの
ミスマッチ解消のための

基盤整備

地域課題に対応する
保険給付外の
支援の構築
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※地域ケア会議の参加者や規模は、検討内容によって異なる。

「地域ケア会議」の５つの機能

個別課題
解決機能

地域課題
発見機能

ネットワーク
構築機能

地域づくり・
資源開発
機能

政策
形成
機能

■自立支援に資するケアマネジメントの支援
■支援困難事例等に関する相談・助言
※自立支援に資するケアマネジメントとサービス提供
の最適な手法を蓄積

※参加者の資質向上と関係職種の連携促進
→サービス担当者会議の充実

■潜在ニーズの顕在化
・サービス資源に関する課題
・ケア提供者の質に関する課題
・利用者、住民等の課題 等
■顕在ニーズ相互の関連づけ

■地域包括支援ネットワークの構築
■自立支援に資するケアマネジメント
の普及と関係者の共通認識
■住民との情報共有
■課題の優先度の判断
■連携・協働の準備と調整

市町村・地域全体で開催

日常生活圏域ごとに開催

個別事例ごとに開催

個別ケースの検討 地域課題の検討

個別事例の課題解決を
蓄積することにより、

地域課題が明らかになり、普
遍化に役立つ

地域の関係者の連携を強化するとともに、
住民ニーズとケア資源の現状を共有し、
市町村レベルの対策を協議する

検討結果が個別支援に
フィードバックされる

市町村レベルの検討が円滑に進む
よう、圏域内の課題を整理する

自助・互助・共助・公
助を組み合わせた地
域のケア体制を整備

自助・互助・共助・公
助を組み合わせた地
域のケア体制を整備

地域包括

ケアシステムの実
現による

地域住民の
安心・安全と
ＱＯＬ向上

機
能

具
体
的
内
容

規
模
・
範
囲
・
構
造

■有効な課題解決方法の確立と普遍化
■関係機関の役割分担
■社会資源の調整
■新たな資源開発の検討、地域づくり

■需要に見合ったサービスの基盤整備
■事業化、施策化
■介護保険事業計画等への位置づけ
■国・都道府県への提案
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○地域資源の発掘

○地域リーダー発掘

○住民互助の発掘

市町村における地域包括ケアシステム構築のプロセス（概念図）

地域の課題の把握と

社会資源の発掘

地域の関係者による
対応策の検討

対応策の

決定・実行

地域ケア会議の実施

地域包括支援センター等で個
別事例の検討を通じ地域の
ニーズや社会資源を把握

※ 地域包括支援センター
では総合相談も実施。

日常生活圏域ニーズ調査等

介護保険事業計画の策定のため
日常生活圏域ニーズ調査を実施
し、地域の実態を把握

医療・介護情報の
「見える化」
（随時）

他市町村との比較検討

ＰＤＣＡサイクル

量
的
・質
的
分
析

■都道府県との連携
（医療・居住等）

■関連計画との調整
・医療計画
・居住安定確保計画
・市町村の関連計画 等

■住民参画
・住民会議
・セミナー
・パブリックコメント等

■関連施策との調整
・障害、児童、難病施策等
の調整

事
業
化
・施
策
化
協
議

■介護サービス
・地域ニーズに応じた在宅
サービスや施設のバラン
スのとれた基盤整備

・将来の高齢化や利用者数
見通しに基づく必要量

■医療・介護連携
・地域包括支援センターの
体制整備（在宅医療・介
護の連携）

・医療関係団体等との連携

■住まい
・サービス付き高齢者向け
住宅等の整備

・住宅施策と連携した居住
確保

■生活支援／介護予防
・自助（民間活力）、互助
（ボランティア）等によ
る実施

・社会参加の促進による介
護予防

・地域の実情に応じた事業
実施

■人材育成［都道府県が主体］
・専門職の資質向上
・介護職の処遇改善

■地域課題の共有
・保健、医療、福祉、地
域の関係者等の協働に
よる個別支援の充実

・地域の共通課題や好取
組の共有

■年間事業計画への反映

具
体
策
の
検
討

社会資源

課 題 介護保険事業計画の策定等

地域ケア会議 等
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□高齢者のニーズ

□住民・地域の課題

□社会資源の課題
・介護
・医療
・住まい
・予防
・生活支援

□支援者の課題
・専門職の数、資質
・連携、ﾈｯﾄﾜｰｸ



取組み事例一覧

保険者名 取組みの概要

北海道小樽市
要介護認定者数の推計に反映

二次予防事業への参加勧誘などハイリスク高齢者へのアプローチに活用

栃木県日光市 日常生活圏域の見直し、地域密着型サービスの充実に活用

埼玉県和光市
高齢者個人の状態像と地域の課題を把握するための材料として活用し、要介護
認定者数やサービス見込量の推計に反映

保険者の事業運営方針決定の基礎資料とした

千葉県松戸市 要介護認定者数及びサービス見込量の推計に反映

東京都中野区 要介護認定者数の推計に反映

東京都荒川区
地域密着型サービスの充実、相談窓口体制の充実に活用

給付の現状に着目し、地域ケア会議、介護予防、医療との連携体制の強化

新潟県長岡市 日常生活圏域ごとの課題分析による介護予防事業の企画への活用

福井県南越前町 ハイリスク高齢者への個別訪問の充実、介護予防事業の充実に活用

福岡県行橋市 地域包括支援センターを再構築し、介護予防事業などの充実に活用

福岡県介護保険広域連合 要介護認定者数の推計に反映

長崎県長崎市 地域支援事業等に反映

43

５ 調査結果の分析支援

44



①介護保険総合データベースを活用した調査結果の「見える化」（分析支援）について

１ 目的

日常生活圏域ニーズ調査の結果を介護保険総合データベースに任意で送付することにより、
従来、保険者の中の圏域間でしか比較できなかった調査結果について、送付した保険者間での
比較を可能とし、保険者が実施するニーズ調査の結果分析を支援することを目的とする。

２ 「見える化」できる条件、調査結果の送付時期と送付先

調査対象者は、要介護認定の有無は問わず、今回、国で示した第６期の調査票例であれば、
一部でも対応可能です。詳細は、老人保健課資料「平成２５年度の試行的「見える化」事業につ
いて」を参照してください。
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３ 調査結果の送付に当たり、生活支援ソフトを利用する保険者に関する留意事項
（１） 現在、改修中の「生活支援ソフト」に介護保険総合データベース送付用のＣＳＶファイルを
出力できる機能を付加します。
これにより、送付用に出力された２種類のＣＳＶファイル（介護保険総合データベース送信
用回答ファイル及び同評価結果ファイル）について、当局老人保健課から別途配布される
「予防情報送信ソフト」を必ず利用してインターネット回線を用いて送信してください。

（２）調査結果については、「生活支援ソフト」における入力方法
※
の通り入力してください。

※ については、詳細は「生活支援ソフト」の操作マニュアルを参照してください。

４ 連絡先
○ ニーズ調査、生活支援ソフトに関すること 介護保険計画課 計画係
○ 平成２５年度の試行的「見える化」事業に関すること 老人保健課 認定係

②地域診断のための日常生活圏域ニーズ調査結果の
保険者・地域間比較分析に係る支援について

２ 背景とねらい
第５期ニーズ調査で、保険者は日常生活圏域別のニーズを把握しましたが、他の保険者との比較は

できませんでした。

当センターは、厚生労働省の指定研究により、多保険者・地域間で地域診断のためのベンチマーク（数
値指標による比較）・システムを開発し、2010,11年度調査データで31自治体を比較した結果、保険者・地
域間で転倒歴など要介護リスクに約３倍の差があることが判明しました。

○ 国が示すニーズ調査票を変更せず、当センターが指定するフォーマットのデータを

ご提出いただけば主な項目の結果をフィードバックします。

（本センターが配布するソフトで個人情報を暗号化、

または削除後にデータをご提出ください）

○ 高齢者の状態像と住民のつながりの「見える化」で

根拠に基づく第6期介護事業計画の策定や高齢者が
健康に暮らせる街づくりを支援します。

１ 提案及び実施主体

日本福祉大学 健康社会研究センター，日本老年学的評価研究（JAGES）プロジェクト
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３ ベンチマーク結果はインターネット上と地域診断書でフィードバック（イメージ）

• 各保険者・地域の要介護リスク者割合・組織参加割合など主な項目について，他に比べた多（少な）さに基づいた課
題設定ができます。 ※ベンチマークは、自動的に保険料賦課を算出するものではありません．

他市町村と比較し
た当該自治体の
相対的位置が表
示されます

各市町村の相対的位
置を色で表示

自治間比較
市町村名は記号で

表示

赤色：
上位20％以内

黄色：
中位40-60％

緑色：
下位20％以内

リスク者割合などを前・後期高齢者別で比較

地域診断書

地域診断書
（イメージ）
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• 研究協定：データ提供に先立ち研究協定を締結します。

• 調査方法：要介護認定を受けていない第1号被保険者全数または無作為抽出サンプル。要介護認
定を受けた高齢者も対象とした場合、それを削除したデータを提出。

• サンプル数：分析単位（例えば小学校区）すべてで、前・後期高齢者それぞれのサンプル数が50人
以上必要（50人未満の地区は表示しません）。

－ 校区より小さな町内会レベルなどでの小区分析を希望される場合には、前・後期高齢

者それぞれ50人以上必要です。回収率50％なら1区あたり200人程度の調査が必要。
• 提出方法：2013年秋から開設されるデータ提出サイトからCSV形式で提出。

－ 指定されたフォーマットになっていない場合は集計できません

－ 保険者の独自項目は削除後に提出して下さい

• 提出情報（調査項目）

－ 当センターが配付するソフトで暗号化された被保険者番号または任意のID・年齢・性別
－ 地区情報：自治体番号・生活圏域番号（分析単位により小学校区番号・町内会番号）

などの地区情報

－ 国が示すニーズ調査項目（変更していないことが条件になります）

• 締切：第1回締切：2014年1月15日
⇒2014年4月中に中間報告書

第2回締切：2014年4月末日
⇒2014年7月中に中間報告書をお返しします

両者を合わせた最終報告書は秋にお返しする予定です

詳しくは日本福祉大学健康社会研究センター http://cws.umin.jp/ 052-242-3074 ベンチマーク係まで

４ ベンチマーク（数値指標による比較）分析のためのデータ提出方法
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６ 各種支援ツールについて
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日常生活圏域ニーズ調査の結果を入力・データ処理するソフトで、平成23年６月に厚生
労働省から保険者に提供した（Excel2003版、2007・2010版）。
（WISH専用サイトに掲載して、保険者がLGWANを介してダウンロードする仕組み。

なお、広域連合などLGWANが使用できない保険者には、メールにて配布。）
第5期計画策定にあたり21.8％の保険者が利用。(第5期市町村介護保険事業計画の策定過程等に係るアンケート調査より)

調査結果が日常生活圏域単位で様々に分析・検討しやすくなるため、調査実施地域
の現状・課題と必要な施策等の検討事項を明らかにすることが一定程度可能となり、
介護保険事業計画策定の基礎資料となる。

また、記名式で調査を実施した場合、高齢者ごとの状況把握が可能となり、個別ケ
アの推進にも資するものとなっている。

○ 個人台帳の作成
○ アドバイス表の作成
○ 支援が必要な高齢者の抽出（要介護状態等となるおそれの高い者）

50



問題点 主な要望 改善

・データ入力の際、１件ずつ入力する

のでは効率が悪い。

・また既存のデータをテキストデータ

に変換することが困難。

・エクセルなどでデータを一括

入力し、そこからソフトへの

データの取込をしたい。

・データ読込用のエクセルファイルを

用意しておき、そのファイルから一括し

てデータ取込ができるように対応。

・個人台帳、アドバイス表の一括印

刷ができない。

・個人台帳、アドバイス表を一

括印刷したい。

・抽出された対象者の個人台帳やアドバ

イス表の一括印刷機能を追加。

・アドバイス表のコメントが固定文言

のため、保険者ごとの具体的な情

報提供ができない。

・アドバイス表のコメントを保

険者において変更したい。

・アドバイス文言※の編集機能を追加。
※総合及び項目別のアドバイス（それぞれ該当・非

該当・不明の３通り）

・属性別の集計などが自動でできず

効率が悪い。

・データ入力したら基本的な集

計結果が出るようにしたい。
・集計機能を追加し、機能メニューに追加。

・追加設問を設けて調査をした場合

データが生かせない。

・追加設問についてもデータを

生かせるようにしたい。

・ＣＳＶ排出機能を付加したことにより、保険者
において、排出されたＣＳＶデータと独自の追
加設問のデータを突合した集計・分析を行い
易くするよう改善。

24年度の改善24年度の改善
○ 平成２５年３月に配布した生活支援ソフトは、各自治体からの要望に基づき、以下の改善
を行ったものである。
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25年度の改善25年度の改善
今年度は、次の２点についての改修を行い、年内に配付する予定である。
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○ 調査票例の変更に伴う改修

日常生活圏域ニーズ調査の調査票例が変更されたことに伴い、変更後の調査票例の設問に
対応させる改修を行う。

○ 介護保険総合データベースへの調査結果送付のための改修

介護保険総合データベースへのデータ送付を容易にするため、従来のＣＳＶファイル排出機能
とは別に、介護保険総合データベース送付用のＣＳＶファイルを出力できる機能を追加する。



●高齢者個人台帳作成
・全問回答結果
・生活機能等評価結果

●アドバイス表作成
・総合アドバイス
・項目別アドバイス

●要ﾌｫﾛｰ高齢者の抽出
・認知症リスク者
・高齢単身者など

●調査結果データの入力
・データ読込み用エクセルファイルからのデータ取込み
・キーボードから手入力
・定められたテキストファイルからのデータ取込み

＜個人台帳イメージ＞ ＜アドバイス表イメージ＞ ＜抽出画面イメージ＞
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○全問回答結果
○生活機能等評価結果 個人の状況の把握に活用

54



○総合アドバイス
○項目別アドバイス 予防事業等への参加誘導に活用

55

○認知症リスク者
○高齢単身者 など 圏域ごとの課題抽出の基礎資料として活用

56



○概要

都道府県及び市町村が介護保険事業の分析を行うことを支援するために厚生労働省が運用しているシステム
です。簡単な操作で事業の分析を行うことができるため、原則、全保険者に使用していただきたいものです。

○本システムできること

介護保険事業状況報告及び国保連データを基にした全国・都道府県・市町村の「保険給付と保険料」や「認定
率のバランス」の比較表などが入手できます。（エクセルのグラフです。）

○利用料

・本システムの利用に料金は掛かりません。

・ＬＧＷＡＮから接続できます。

（ＬＧＷＡＮを利用していない場合は、別途、ダイヤルアップ回線を用意して接続できます。）

○利用時に入力、登録するデータ（市町村のみ）

・年度ごとの「介護保険料基準月額」と「調整交付金率」を入力

・国保連データ（給付実績、給付管理票情報）を本システムのアップロードツールを使い登録

※上記データを登録しない場合でも国が一括登録している介護保険事業状況報告（月報）に基づく比較表の入手
はできます。更に、国保連データ等をアップロードすることで、より詳細な全国値との比較・分析が可能となりま
すので、積極的な登録をお願いします。

○入手できる指標（別紙）

①保険給付と保険料のバランス分析 ②認定バランスの分析

③要介護度別のサービス利用のバランス分析

④サービスのトータルバランス分析 【上記、介護保険事業状況報告（月報）・市町村の入力項目より作成】

⑤要介護度別の居宅サービス利用者の給付単位数分布の分析 【上記、国保連データ（給付管理票）より作成】

⑥ケアプランを考える ⑦個別サービスを考える 【上記、国保連データ（給付実績）より作成】
57

（別紙）
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別紙



○利用手続き

・電子メールにて厚生労働省の担当アドレスに利用申請をします。

・申請した翌月に、厚生労働省より電子メールにてシステムへのログインＩＤとパスワードを配布します。

○利用申請の方法

・下記の要領で、電子メールによりＷＩＳＨ及びシステムの利用申請をしてください。

・申請先は、kaigohyokasien@mhlw.go.jp です。
・申請は随時受け付けますが、ＷＩＳＨ及びシステムのＩＤとパスワードの配布は通常、申請した翌月となります。

【要領】

件名）利用申請

本文）

○問い合せ先 老健局介護保険計画課計画係 TEL：03-5253-1111（内線2175）
59

都道府県名 市町村、広域連合等の場合も都道府県名を記載。

保険者名 都道府県名、市区町村名、広域連合名等を記載。

所管部署名 部局、課、係名を記載。

WISH利用責任者名 姓と名の間はスペース。（全角）

WISH利用者名 同上。複数の場合には改行せずに読点「、」で区切る。

WISH接続方法 半角。LGWAN利用は「LGWAN」、ダイヤルアップ接続は
発信元電話番号を記載。間はハイホン“-”で繋ぐ。

連絡担当者名 姓と名の間はスペース。（全角）

担当者連絡先所在地郵
便番号

半角。〒は不要。間はハイホン“-”で繋ぐ。

担当者連絡先所在地 全角。

担当者電話番号 半角。間はハイホン“-”で繋ぐ。内線は括弧内に記入。

担当者E-mailアドレス 半角。担当部署のアドレスでも可。

【記入例】

件名）利用申請
本文）東京都

厚生労働市
介護保険課
厚労 太郎
厚労 太郎、厚労 次郎
LGWAN
厚労 太郎
100-8916
東京都厚生労働市霞が関1-2-2
03-5253-1111(0000)
kaigohyokasien@mhlw.go.jp

（平成25年6月末現在）
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参 考

No. 都道府県
都道府県

利用申請状況
保険者数

利用申請済
保険者数

利用申請率

0 全国 46 1,580 726 45.9%

1 北海道 ○ 156 53 34.0%

2 青森県 ○ 40 8 20.0%

3 岩手県 ○ 24 11 45.8%

4 宮城県 ○ 35 2 5.7%

5 秋田県 ○ 22 7 31.8%

6 山形県 ○ 35 14 40.0%

7 福島県 ○ 59 10 16.9%

8 茨城県 ○ 44 32 72.7%

9 栃木県 ○ 26 11 42.3%

10 群馬県 ○ 35 8 22.9%

11 埼玉県 ○ 61 18 29.5%

12 千葉県 ○ 54 18 33.3%

13 東京都 ○ 62 29 46.8%

14 神奈川県 ○ 33 9 27.3%

15 新潟県 ○ 30 19 63.3%

16 富山県 ○ 9 7 77.8%

17 石川県 ○ 19 15 78.9%

18 福井県 ○ 16 8 50.0%

19 山梨県 ○ 27 27 100.0%

20 長野県 ○ 63 40 63.5%

21 岐阜県 ○ 36 15 41.7%

22 静岡県 ○ 35 19 54.3%

23 愛知県 ○ 51 37 72.5%

No. 都道府県
都道府県
利用申請状況

保険者数
利用申請済
保険者数

利用申請率

24 三重県 ○ 25 7 28.0%

25 滋賀県 ○ 19 13 68.4%

26 京都府 ○ 26 8 30.8%

27 大阪府 ○ 41 28 68.3%

28 兵庫県 ○ 41 24 58.5%

29 奈良県 × 39 6 15.4%

30 和歌山県 ○ 30 8 26.7%

31 鳥取県 ○ 17 8 47.1%

32 島根県 ○ 11 7 54.5%

33 岡山県 ○ 27 27 100.0%

34 広島県 ○ 23 17 73.9%

35 山口県 ○ 19 12 63.2%

36 徳島県 ○ 23 17 73.9%

37 香川県 ○ 17 15 88.2%

38 愛媛県 ○ 20 5 25.0%

39 高知県 ○ 30 11 36.7%

40 福岡県 ○ 28 14 50.0%

41 佐賀県 ○ 7 2 28.6%

42 長崎県 ○ 19 7 36.8%

43 熊本県 ○ 45 19 42.2%

44 大分県 ○ 18 16 88.9%

45 宮崎県 ○ 26 14 53.8%

46 鹿児島県 ○ 43 19 44.2%

47 沖縄県 ○ 14 6 42.9%



○概要

○配布予定時期

以下のような視点で検討中であり、平成２５年度末までに暫定版を情報提供し、平成２６年度の早期に
制度改正等に基づき確定版のワークシートを情報提供する予定。

○検討中の内容

・ Excel 2007版に加え、Excel 2003版の作成。

・ シートの簡素化。

・ 高齢化が一段と進む平成37（2025）年に向けて地域包括ケアの構築を見据えた将来推計の支援。

・ 別途事業において介護人材の将来推計を検討しており、このワークシートとの連動も視野に開発。

・ 必要となる実績情報は、現物給付実績のインポート機能や介護保険事業状況報告の利用を念頭においた構造。
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保険者が行う計画策定の支援の一環として、介護保険サービスの見込量やそれに基づく保険料の算定を
行う計算シートで、第５期には、平成２３年８月に保険者に提供（Excel 2007版）。
（WISH専用サイトに掲載して、保険者がLGWANを介してダウンロードする仕組み。

なお、広域連合などLGWANが使用できない保険者には、メールにて配布。）
第5期計画策定にあたり90％以上の保険者が利用。(第5期市町村介護保険事業計画の策定過程等に係るアンケート調査より)
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介護人材にかかる需要予測推計について
（社会･援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室）

63

○ 都道府県・政令指定都市における需給推計の実施状況
高齢化等の人口動態や今後の介護サービス量の見込みは、各都道府県間で相違がある

ことから、今後の介護人材の確保策を講じていくにあたっては、国レベルの推計のみでなく、
都道府県の需給予測が重要となる。

しかし、昨年度実施した社会福祉推進事業（介護人材の見通しの策定に関する調査･研究
事業）の結果をみると、現状ではほとんどのところで需給推計は行われていない。

また、推計を行っているところでも、介護保険事業計画によるサービス見込み量と連動
した定量的な目標設定となっていないところが多くなっている。 （Ｐ６８）

（参考）

社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針（抜粋）

第４ 経営者、関係団体等並びに国及び地方公共団体の役割と国民の役割

２ 地方公共団体の役割

（略）

特に、都道府県においては、雇用情勢を踏まえ、従事者の需給状況や就業状況を把握するととも
に従事者に対する研修体制の整備、経営者や関係団体等のネットワークの構築など、広域的な視点
に立って、市区町村単位では行うことが難しい人材確保の取組を進めていくことが重要である。

○ 需給推計の必要性と需給推計手法
一方で、同調査・研究の結果では、８割のところが需要推計または需給推計が必要と

されている。
さらに、需給推計を行うとした場合の方法について、８割のところが「国から具体的な

需給推計手法（ワークシート等）を示してほしい」とされているところである。（Ｐ６９）

○ 第６期介護保険事業支援計画との関係
以上のような状況を踏まえ、第６期介護保険事業支援計画の策定に併せて、各都道府県に

おける介護職員の需要推計を行っていただけるよう、今後、需要推計のためのワークシートを
お示しすることを考えている。 （Ｐ７０）

都道府県介護保険事業支援計画では、「従事者の確保、資質の向上に資する事業等」は
任意記載事項とされているところであるが、積極的な取り組みをお願いしたい。
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離職者 ２２．４万人

※ H23の離職率（16.1%）では
24.0万人となる。

↓

※ 当面15％程度を目標。

産業平均は約15％であり、
H19→23の４年間で5.5%低下。

１年あたり ６．８～７．７万人増
介護職員
１４９万人（H24年）

介護職員
２３７～２４９万人（H37年）

入職者 ２３．７～２４．６万人

○ ハローワーク １６．０万人
○ 他の入職ルート（民間、口コミなど） ６．６～７．５万人
○ 福祉人材センター １．１万人

※ 入職者は現状＋αを目標
H23年 ハローワーク 約15.4万人

福祉人材センター 約 1.0万人

学卒就職者５．４万人（H23年）

介護人材確保における当面の見通しについて

高卒・専修・短大・大卒の
介護分野等へ就職した者

離職者のうち介護業界に
おいて転職する者９．０万人

離職者のうち他産業へ
出て行く者13.4万人

※ 他産業へ出て行く者、
無職となる者の率を
10.7％→9％目標

⇒ 研修充実、キャリア形成
促進、魅力ある職場作り
による定着促進

⇒ 参入促進対策、マッチング機能強化、
魅力ある職場づくり

→ 学生等の参入促進対策

※ 学卒者数は現状維持目標
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平成12年度
(2000年度)

平成24年度
(2011年度)

平成27年度
(2015年度)
（推計値）

平成37年度
(2025年度)
（推計値）

介護職員 55万人 149万人
167～176万人

（164～172万人）
237～249万人

（218～229万人）

介護その他
職員

26万人 70万人
81～85万人

（77～81万人）
128～134万人

（102～107万人）

【出典】厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」、「医療・介護に係る長期推計」

（注１） 平成27年度・平成37年度の数値は社会保障・税一体改革におけるサービス提供体制改革を前提とした改革シナリオによる。（）内は現状を
そのまま将来に当てはめた現状投影シナリオによる数値。

（注２） 介護その他職員には、介護支援専門員、相談員、OT、PTなどのコメディカル職種等が含まれる。

○ 介護保険制度の施行後、介護職員（介護その他職員）数は増加し、10年間で倍以上となっている。また、

2025年には、介護職員は更に1.5倍以上必要と推計されている。

○ また、介護保険施設・居宅サービス事業所とも、常勤職員の割合が比較的高い。

(平成22年10月１日現在) 介護保険施設 居宅サービス等

合計 常勤 非常勤 合計 常勤 非常勤 合計 常勤 非常勤

介護職員
133.4万人 80.1万人 53.3万人 33.9万人 28.1万人 5.7万人 99.5万人 51.9万人 47.6万人

60.0％ 40.0％ 83.2％ 16.8％ 52.1％ 47.9％

介護その他
職員

62.3万人 46.4万人 15.9万人 16.3万人 12.9万人 3.4万人 46.0万人 33.5万人 12.5万人

74.5％ 25.5％ 79.1％ 20.9％ 72.9％ 27.1％

【出典】 厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」

介護職員の推移と見通し

66



55
66
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89

100
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140
149

167～176
（164～172）

237～249
（218～229）

26

70

81～85
（77～81）

128～134
（102～107）

0

100

200

H12 H17 H24 H27 H37

介護職員 介護その他職員

（単位：万人）

推 計

介護職員の推移と見通し

【出典】厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」、「医療・介護に係る長期推計」
（注１） 平成27年度・平成37年度の数値は社会保障・税一体改革におけるサービス提供体制改革を前提とした改革シナリオによる。

（ ）内は現状をそのまま将来に当てはめた現状投影シナリオによる数値。
（注２） 介護その他職員には、介護支援専門員、相談員、OT、PTなどのコメディカル職種等が含まれる。
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介護人材の需給推計の実施

都道府県・政令指定都市における介護職員の受給推計の実施状況

68出典：平成24年度社会福祉推進事業「介護人材の見通しの策定に関する調査･研究事業」

推計を行った方法（複数回答）



都道府県・政令指定都市における介護職員の受給推計の必要性と需給推計

69出典：平成24年度社会福祉推進事業「介護人材の見通しの策定に関する調査･研究事業」

介護人材の需給推計の必要性

介護人材の需給推計を行う場合の方法（複数回答）

○ 介護職員の需要推計ワークシートのロジックのフロー
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平成25年 平成26年
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月～

ＷＳの検討・作成 ＷＳの試行・検証 ＷＳの改修・確定 ＷＳの提供

※ 現段階のスケジュールであり、変更がありうる

○ 介護職員の需要推計ワークシートの今後のスケジュール

※ 上記は平成24年度調査･研究事業で検討したワークシートであり、今後、平成25年度の調査･研究事業
として第6期介護保険事業計画サービス見込み量ワークシートとの関係で再検討を行い、変更がありうる


